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（清算中の通算子法人を含む)

通算親法人が協同組合等である場合の通算子法人のうち、所得割を納付すべき法人

税  率

原則として各事業年度終了の日の翌日から２か月以内に申告して納めます。

　県では法人税割の超過課税（標準税率に0.8％を加算）を実施するとともに、資本金の額又は出資金の額が
１億円以下で、かつ、法人税額が年１千万円以下の法人は標準税率（1.0％）となる不均一課税を行っています。

県税のあらまし
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（清算中の通算子法人を含む)

通算親法人が協同組合等である場合の通算子法人のうち、所得割を納付すべき法人

県税のあらまし
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基準法人
所得割額

基準法人
収入割額

外形標準課税法人

外形標準課税法人・特別法人以外の法人

特定ガス供給業を行う法人

小売電気事業等、発電事業等、特定卸供給事
業又は特定ガス供給業を行う法人以外の法人
小売電気事業等、発電事業等又は特定卸
供給事業を行う法人

※特定卸供給事業に係る税率は、令和４年４月１日以後に終了する事業年度から適用されます。

特別法人

令和2年4月1日から
令和4年3月31日までに
開始する事業年度

令和元年10月1日から
令和2年3月31日までに
開始する事業年度

令和4年4月1日以後に
開始する事業年度

　特別法人事業税及び地方法人特別税は国税ですが、都道府県が法人の事業税とあわせて賦課
徴収を行います。      
　特別法人事業税は、令和元年10月１日以後に開始する事業年度から適用されます。また、地
方法人特別税は、平成20年10月１日から令和元年９月30日までに開始する事業年度に適用され
ます。      

法人の事業税（所得割・収入割）の納税義務がある法人

法人の事業税とあわせて、法人の事業税と同じ方法により、県に申告して納めます。

法人の事業税（所得割額・収入割額）×　税率

特別法人事業税・地方法人特別税（国税）

●特別法人事業税

260.0%

34.5%

37.0%

30.0%

40.0%

   － 

260.0%

34.5%

37.0%

30.0%

30.0%

   － 

260.0%

34.5%

37.0%

30.0%

40.0%

62.5%

基準法人
所得割額

外形標準課税法人

外形標準課税法人・特別法人以外の法人

特別法人

平成26年10月１日から
平成27年３月31日まで
に開始する事業年度

平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで
に開始する事業年度

平成28年４月１日から
令和元年９月30日まで
に開始する事業年度

●地方法人特別税

93.5% 

43.2% 

43.2% 

67.4% 

43.2% 

43.2% 

414.2%

43.2%

43.2%

区分 法人の種類 所得等の区分

税率

平成26年10
月1日以後
平成27年3
月31日まで
に開始する
事業年度

平成27年4
月1日以後
平成28年3
月31日まで
に開始する
事業年度

平成28年4
月1日以後
令和元年9
月30日まで
に開始する
事業年度

令和元年10
月1日以後
令和2年3月
31日までに
開始する事
業年度

令和4年3月
31日までに
開始する事
業年度

令和2年4月
1日以後

ア
イ及びウ
以外の事業

①普通法人

年400万円以下の所得 3.4% 3.4% 3.4% 3.5% 3.5%

年400万円を超え
年800万円以下の所得

5.1% 5.1% 5.1% 5.3% 5.3%

年800万円を超える所得及び
軽減税率不適用法人

6.7% 6.7% 6.7% 7.0% 7.0%

②特別法人

年400万円以下の所得 3.4% 3.4% 3.4% 3.5% 3.5%

年400万円を超える所得及び
軽減税率不適用法人

4.6% 4.6% 4.6% 4.9% 4.9%

③外形標準課
税法人（資本
金の額又は出
資金の額が
１億円超の普
通法人）

年400万円以下の所得 2.2% 1.6% 0.3% 0.4% 0.4%

年400万円を超え
年800万円以下の所得

3.2% 2.3% 0.5% 0.7% 0.7%

年800万円を超える所得及び
軽減税率不適用法人

4.3% 3.1% 0.7% 1.0% 1.0%

　付加価値割 0.48% 0.72% 1.2% 1.2% 1.2%

　資　本　割 0.2% 0.3% 0.5% 0.5% 0.5%

イ
電気供給業（小売電気事業・発電
事業・特定卸供給事業を除く）･
ガス供給業･保険業・貿易保険業

　収　入　割 0.9% 0.9% 0.9% 1.0% 1.0%

ウ

小売電気事業
等・発電事業
等、又は特定
卸供給事業

①②の法人
　収　入　割 0.9% 0.9% 0.9% 1.0% 0.75%

　所　得　割 ー 1.85%

③の法人

　収　入　割 0.9% 0.9% 0.9% 1.0% 0.75%

　付加価値割 ー 0.37%

　資　本　割 ー 0.15%

3.5%

5.3%

7.0%

3.5%

4.9%

1.0%

1.0%

1.0%

1.2%

0.5%

1.0%

0.75%

1.85%

0.75%

0.37%

0.15%

　収　入　割 ー 0.48%

　付加価値割特定ガス供給業エ ー 0.77%

　資　本　割 ー 0.32%

●税率

基本スケジュール （例示）

令和4年4月
1日以後に
開始する事
業年度

＊１ 特定卸供給事業に係る税率は、令和４年４月１日以後に終了する事業年度から適用されます。
＊２ 令和４年４月１日以後に開始する事業年度においては、導管ガス供給業に限ります（それ以外のガス供給業は１号又は４号に区分されます。）。
　　 令和４年３月31 日以前に開始する事業年度においては、導管ガス供給業、ガス製造事業者が行うガス供給業及び旧一般ガスみなしガス小売事者（電気
　　 事業法等の一部を改正する等の法律（平成27 年法律第47 号）附則第22 条第１項の義務を負う者に限ります。）が行うガス供給業に限ります。
＊３ 令和４年３月31 日以前に開始する事業年度においては、外形標準課税法人の場合も軽減税率を適用する場合がありましたが、令和４年４月１日以後に
　　 開始する事業年度においては、外形標準課税法人は軽減税率の適用対象外となりました。

県税のあらまし
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基準法人
所得割額

基準法人
収入割額

外形標準課税法人

外形標準課税法人・特別法人以外の法人

特定ガス供給業を行う法人

小売電気事業等、発電事業等、特定卸供給事
業又は特定ガス供給業を行う法人以外の法人
小売電気事業等、発電事業等又は特定卸
供給事業を行う法人

※特定卸供給事業に係る税率は、令和４年４月１日以後に終了する事業年度から適用されます。

特別法人

令和2年4月1日から
令和4年3月31日までに
開始する事業年度

令和元年10月1日から
令和2年3月31日までに
開始する事業年度

令和4年4月1日以後に
開始する事業年度

　特別法人事業税及び地方法人特別税は国税ですが、都道府県が法人の事業税とあわせて賦課
徴収を行います。      
　特別法人事業税は、令和元年10月１日以後に開始する事業年度から適用されます。また、地
方法人特別税は、平成20年10月１日から令和元年９月30日までに開始する事業年度に適用され
ます。      

法人の事業税（所得割・収入割）の納税義務がある法人

法人の事業税とあわせて、法人の事業税と同じ方法により、県に申告して納めます。

法人の事業税（所得割額・収入割額）×　税率

特別法人事業税・地方法人特別税（国税）

●特別法人事業税

260.0%

34.5%

37.0%

30.0%

40.0%

   － 

260.0%

34.5%

37.0%

30.0%

30.0%

   － 

260.0%

34.5%

37.0%

30.0%

40.0%

62.5%

基準法人
所得割額

外形標準課税法人

外形標準課税法人・特別法人以外の法人

特別法人

平成26年10月１日から
平成27年３月31日まで
に開始する事業年度

平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで
に開始する事業年度

平成28年４月１日から
令和元年９月30日まで
に開始する事業年度

●地方法人特別税

93.5% 

43.2% 

43.2% 

67.4% 

43.2% 

43.2% 

414.2%

43.2%

43.2%

県税のあらまし
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　原則として８月及び 11 月の年２回。県税事務所等から送付する納税通知書で、各納期に納めます。県

　県内に事務所又は事業所があり、法定業種の事業を営む個人

第１期　８月１日から同月31日まで
第２期　11月１日から同月30日まで
注　税額が１万円以下の場合は、第１期に一括して納めることになっています。
注　コンビニ収納及びスマートフォンアプリによる支払については、税額が30万円以下の場合に対応可

※個人事業税の納税は、便利で安心、そして安全な「口座振替」をご利用ください。

　原則として８月及び 11 月の年２回。県税事務所等から送付する納税通知書で、各納期に納めます。県
税事務所等の窓口、銀行などの金融機関等又はコンビニエンスストアで納められるほか、スマートフォ
ンアプリ「モバイルレジ」によるクレジットカード支払又はインターネットバンキング支払、電子マネ
ースマートフォンアプリによるLINEPay請求書支払、PayPay請求書払い、ｄ払い請求書払い、J-Coin請
求書払い、aupay請求書払いや口座振替も利用できます。

１　電気供給業に係る託送料金を控除する収入割の特例措置の拡充及び延長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和５年度税政改正）

２　大法人に対する法人事業税所得割の税率の見直し（令和４年度税制改正）

〇外形標準課税対象法人（資本金1億円超の法人）の法人事業税所得割について、標準税率を
　1.0%とする。

（注）括弧内は特別法人事業税相当分を含む税率。

※令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

近年の主な税政改正について（法人県民税・法人事業税・特別法人事業税）

現行制度

拡充配置

【配電事業なしの場合】

電気料金300

託送料金100うち託送料金相当分
100

需要家
小売電気
事業者

一般送配電
事業者

控除措置

課税標準200 課税標準100

【配電事業者が参入する場合】

電気料金300

うち託送料金相当分
100

託送料金100

うち定期支払額相当分
70

定期支払額
70

需要家
小売電気
事業者

配電
事業者

一般送配電
事業者

課税標準300 課税標準70課税標準100

【配電事業者が参入する場合】

電気料金300

うち託送料金相当分
100

託送料金100

うち定期支払額相当分
70

定期支払額
70

需要家
小売電気
事業者

配電
事業者

一般送配電
事業者

課税標準200 課税標準70課税標準30

現行制度上、小売電気事業者から配電事業者に対して支払った託送料金相当額と、配電
事業者が一般送配電事業者に対して支払った定期支払額相当額は、控除されない。

控除措置 控除措置

改 正 案

現 　　行

所 得 区 分

400万円超
800万円以下の金額

0.7%
（2.52%）

1.0%
（3.6％）

400万円以下の金額

0.4%
（1.44%）

800万円超の金額

1.0%
（3.6％）

県税のあらまし


